
 

千葉市病院局規程第３号 

千葉市病院局の職員の職名に関する規程等の一部を次のように改正す

る。 

令和５年４月２０日 

千葉市病院事業管理者 山 本 恭 平   

 （千葉市病院局の職員の職名に関する規程の一部改正） 

第１条 千葉市病院局の職員の職名に関する規程（平成２３年千葉市病

院局規程第１０号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２条」を「第２条第１項」に、「第２８条の５第１項

に規定する短時間勤務の職を占める」を「第２２条の４第１項の規定

により採用された」に改める。  

 （千葉市病院局職員就業規程の一部改正） 

第２条 千葉市病院局職員就業規程(平成２３年千葉市病院局規程第１

２号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「第２条」を「第２条第１項」に改める。 

  第２１条第３項中「第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項」

を「第２２条の４第１項」に改め、「で同項に規定する短時間勤務の

職を占めるもの」を削り、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任

用短時間勤務職員」に改める。 

  第２２条第１項、第２３条第２項、第３２条第１項第１号及び第３

５条の２第２項第２号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用

短時間勤務職員」に改める。 

 （千葉市病院局職員監察委員会規程の一部改正） 

第３条 千葉市病院局職員監察委員会規程（平成２３年千葉市病院局規

程第１７号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める」

を「第２２条の４第１項の規定により採用された」に改める。  

 （千葉市病院局の職員の給与に関する規程の一部改正） 

第４条 千葉市病院局の職員の給与に関する規程（平成２３年千葉市病

院局規程第１９号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第５項及び第７項中「その者」を「当該職員」に改め、同条

第１１項中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条



の６第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項」に、「再任用

職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「その者に」を「当該

定年前再任用短時間勤務職員に」に、「給料月額」を「基準給料月額」

に、「その者の属する職務の級に応じた額」を「第２項の規定により

当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、千

葉市病院局職員就業規程（平成２３年千葉市病院局規程第１２号。以

下「病院局就業規程」という。）第２１条第３項の規定により定めら

れた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定

する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」に改める。 

  第５条中「千葉市病院局職員就業規程（平成２３年千葉市病院局規

程第１２号。以下「病院局就業規程」という。）」を「病院局就業規

程」に改める。 

  第６条を次のように改める。 

第６条 削除 

  第７条第１項及び第２項並びに第８条中「その者」を「当該特定任

期付職員」に改める。 

  第１２条を次のように改める。 

  (給料の調整額) 

第１２条 病院局給与条例第４条に規定する給料の調整を行う職は、

別表第５の職員の欄に掲げる職員の占める職とする。 

２ 職員（次項各号に掲げる職員を除く。）の給料の調整額は、調整

基本額にその者に係る別表第５の調整数の欄に掲げる調整数を乗じ

て得た額とする。 

３ 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に

係る別表第５の調整数の欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該

各号に定める数を乗じて得た額とする。 

（１）定年前再任用短時間勤務職員 病院局就業規程第２１条第３項

の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項の規定に

より定められた勤務時間で除して得た数 

（２）育児短時間勤務職員等 病院局就業規程第２１条第２項の規定

により定められたその者の勤務時間を同条第１項の規定により定

められた勤務時間で除して得た数 



４ 前２項に規定する調整基本額は、当該職員に適用される給料表及

び職務の級に応じて別表第６に掲げる額（その額が給料月額（前項

各号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表並びにそ

の職務の級及び号給に応じた額。以下この項において同じ。）の１

００分の４．５を超えるときは、給料月額の１００分の４．５に相

当する額）とする。 

５ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、これらの規定による給料

の調整額が給料月額の１００分の２５を超えるときは、給料月額の

１００分の２５に相当する額を給料の調整額とする。 

６ 第２項、第３項及び第５項の規定による給料の調整額並びに第４

項に規定する調整基本額に１円未満の端数があるときは、それぞれ

端数を切り捨てた額をもってこれらの規定の額とする。 

７ 前各号に規定するもののほか、給料の調整額の支給に関し必要な

事項は、千葉市職員の給料の調整額に関する規則（昭和４２年千葉

市規則第３６号）の適用を受ける職員の例による。 

  第１７条第１項第１号中「その者」を「当該職員」に改め、「相当

する額（以下」の次に「この号及び第３号並びに第２項において」を、

「得た額（以下」の次に「この号及び第３号において」を加え、同項

第２号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改め、同項第３号中「その者」を「当該職員」に改め、同条第２項

中「交通機関等（以下」を「交通機関等（第１号において」に、「以

下この項」を「第１号」に改め、同項第１号中「その者」を「当該職

員」に改め、「以下」の次に「この号において」を加える。 

  第２１条第１項中「場合は」を「場合には」に、「再任用短時間勤

務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第３項及び

第４項中「場合は」を「場合には」に改める。 

  第２５条中「合計額（育児短時間勤務職員等又は再任用短時間勤務

職員」を「合計額（育児短時間勤務職員等」に、「という。）又は再

任用短時間勤務」を「という。）」に改め、「当該合計額」の次に「、

定年前再任用短時間勤務職員にあっては、病院局就業規程第２１条第

３項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務

時間を同項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員



の勤務時間で除して得た数に同条第１項に規定する勤務時間を乗じて

得た勤務時間により勤務したと仮定した場合に受けるべき当該合計額」

を加え、「病院局就業規程第２１条第１項」を「同項」に、「再任用

短時間勤務職員にあっては、当該職員が育児短時間勤務又は再任用短

時間勤務をしなかったと仮定した場合の１週間当たりの勤務時間」を

「定年前再任用短時間勤務職員にあっては、３８時間４５分」に改め

る。 

  第２８条第１項第１号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に改め、「（この条において「算出率」という。）」を削り、

同条第２号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改

め、「（育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率を、地方公

務員法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員に

あってはその額」及び「）」を削る。 

  第３０条第２項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第３項中

「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第３１条第３号及び第４号並びに第３２条第１項第１号及び第３項 

第１号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改める。 

  第３３条第１項中「この条」を「この項から第３項まで」に、「そ

の者」を「当該職員」に改め、同条第２項第１号及び第２号中「再任

用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  附則に次の１０項を加える。 

９ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後に

おける最初の４月１日（附則第１２項において「特定日」という。）

以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の

属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に１００分の

７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じたときは

これを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこ

れを１００円に切り上げるものとする。）とする。 

10 育児短時間勤務職員等に対する附則第９項の規定の適用について

は、附則第９項中「）とする」とあるのは「）に、病院局就業規程

第２１条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第

１項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た



額とする」とし、その額に１円未満の端数があるときは、その端数

を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。 

11 附則第９項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

（１）臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用

される職員及び非常勤職員 

（２）医師及び歯科医師 

（３）千葉市職員の定年等に関する条例（昭和５９年千葉市条例第４

号。以下この号及び次号において「定年条例」という。）第９条第

１項又は第２項の規定により地方公務員法第２８条の２第１項に規

定する異動期間（定年条例第９条第１項又は第２項の規定により延

長された期間を含む。）を延長された定年条例第６条に規定する管

理職手当の支給を受ける職員の職を占める職員 

（４）定年条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務している職

員（定年条例第２条に規定する定年退職日において附則第９項の規

定が適用されていた職員を除く。） 

12 地方公務員法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等を

された職員であって、当該他の職への降任等をされた日（以下この

項及び附則第１４項において「異動日」という。）の前日から引き

続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第９項

の規定により当該職員の受ける給料月額（以下この項において「特

定日給料月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受けていた

給料月額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満

の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の

端数を生じたときはこれを１００円に切り上げるものとする。以下

この項において「基礎給料月額」という。）に達しないこととなる

職員（管理者が別に定める職員を除く。）には、当分の間、特定日

以後、附則第９項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、

基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として

支給する。 

13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける

給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号

給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、



同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員

の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受け

る給料月額」とする。 

14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第９

項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第１２項の規定による給

料を支給される職員を除く。）であって、同項の規定による給料を

支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分

の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるとこ

ろにより、前２項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 

15 附則第１２項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の

附則第９項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮

して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる

職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定

めるところにより、前３項の規定に準じて算出した額を給料として

支給する。 

16 附則第９項の規定の適用を受ける職員に対する第１２条第４項の

適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲

げる額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の

端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端

数を生じたときはこれを１００円に切り上げるものとする。）」と、

「応じた額」とあるのは、「応じた額に１００分の７０を乗じて得

た額（その額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、

５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切

り上げるものとする。）」とする。 

17 附則第９項の規定の適用を受ける職員に対する第２８条第１項第

１号及び第２９条第１項の規定の適用については、当分の間、同項

中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に１００分の７０を乗じて

得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨

て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円

に切り上げるものとする。）」とする。 

18 附則第９項から前項までに定めるもののほか、附則第９項の規定

による給料月額、附則第１２項の規定による給料その他附則第９項



から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定め

る。 

  別表第１再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再

任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改め

る。 

定 年 前

再 任 用

短 時 間

勤 務 職

員 

  基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

円 円 円 円 円 円 円 円 

178,

300 

204,

900 

235,

000 

266,

900 

281,

500 

299,

000 

357,

700 

402,

800 

  別表第２アの表再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定

年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のよう

に改める。 

定年前再任用短

時間勤務職員 

  基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 円 円 円 

295,100 341,600 380,700 440,000 

  別表第２イの表再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定

年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のよう

に改める。 

定年前再任

用短時間勤

務職員 

  基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

円 円 円 円 円 円 

178,30

0 

204,90

0 

235,00

0 

248,80

0 

266,90

0 

281,20

0 

  別表第２ウの表再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定

年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のよう

に改める。 

定年前再任

用短時間勤

  基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 



務職員 円 円 円 円 円 円 

178,30

0 

204,90

0 

235,00

0 

248,80

0 

266,90

0 

281,20

0 

  別表第３病院局技能労務職給料表再任用職員以外の職員の項中「再

任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職

員の項を次のように改める。 

定年前再任用短

時間勤務職員 

  基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 円 円 円 

178,300 204,900 235,000 243,600 

  別表第６の２及び別表第６の３を削る。 

  別表第９区分の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職

員」に改める。 

 （千葉市病院局の職員の特殊勤務手当支給規程の一部改正） 

第５条 千葉市病院局の職員の特殊勤務手当支給規程（平成２３年千葉

市病院局規程第２１号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

（７）新生児医療に従事する医師の特殊勤務手当 

  第２条に次の１号を加える。 

（９）看護職員等処遇改善手当 

  第１５条を第１７条とし、第１２条から第１４条までを２条ずつ繰

り下げる。  

  第１１条第１項中「第８条」を「第１１条」に改め、同条を第１３

条とする。  

  第１０条第３項中「第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項の

規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占める

もの」を「第２２条の４第１項の規定により採用された職員」に改め、

同条を第１２条とする。  

  第９条を第１０条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（看護職員等処遇改善手当） 

第１１条 看護職員等処遇改善手当は、看護師、助産師、薬剤師、診



療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、理学療法士、作業療

法士、視能訓練士、心理療法士、歯科衛生士、栄養士、言語聴覚士、

保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士又は看護補助者

に支給する。 

  第８条の次に次の１条を加える。 

 （新生児医療に従事する医師の特殊勤務手当） 

第９条 新生児医療に従事する医師の特殊勤務手当は、新生児科に所

属する医師が、新生児特定集中治療室に入院する新生児に対する診

療業務（入院初日の業務に限る。）に従事したときに支給する。 

  第１０条の次に次の１条を加える。 

別表中第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

 

 

 

  別表に次の１号を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （千葉市病院局の会計年度任用職員の給与等の支給に関する規程の一

部改正） 

第６条 千葉市病院局の会計年度任用職員の給与等の支給に関する規程

（令和２年千葉市病院局規程第１０号）の一部を次のように改正する。 

  第８条第２項を削る。  

（７）新生児医療に従

事する医師の特殊

勤務手当 

新生児に対す

る診療業務 

診 療 業 務 １ 件 に つ き 、

５，０００円 

（９）看護職員等処遇

改善手当 

処遇改善 看護師又は助産師の場合 

月額 ９，７００円 

薬剤師、栄養士、心理療

法士、診療放射線技師、

臨床工学技士、臨床検査

技師、理学療法士、作業

療法士、視能訓練士、言

語聴覚士、歯科衛生士、

保育士、社会福祉士、精

神保健福祉士、介護福祉

士又は看護補助員の場合 

月額 ５，７００円 



  第１３条に次の１項を加える。  

２ 前項の規定にかかわらず、救急救命士、医師事務作業補助者、医師

事務作業補助者（リーダー）、外来クラーク（リーダー）、相談員又

は事務補助員（医療サービスを患者に直接提供している者に限る。）

の千葉市病院局の職員の特殊勤務手当支給規程（平成２３年千葉市病

院局規程第２１号）第１１条に規定する看護職員等処遇改善手当の額

は、５，７００円（１号職員にあっては、その額にその者の所定労働

時間数を２号職員の１週平均の正規の勤務時間として管理者が定める

時間数で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。  

  第２０条中「別表第８」を「別表第７」に改める。  

  別表第７を削り、別表第８を別表第７とする。  

附 則  

（施行期日） 

第１条 この規程は、令和５年４月２０日から施行し、令和５年４月１

日から適用する。 

（千葉市病院局の職員の職名に関する規程の一部改正に伴う経過措置） 

第２条 暫定再任用短時間勤務職員（千葉市職員の定年等に関する条例

等の一部を改正する条例（令和４年千葉市条例第２２号。以下「改正

条例」という。）第４条第１項又は第２項の規定により採用された職

員をいう。以下同じ。）は、第１条の規定による改正後の千葉市病院

局の職員の職名に関する規程第１条に規定する地方公務員法第２２条

の４第１項の規定により採用された職員とみなして、同規程の規定を

適用する。 

（千葉市病院局職員就業規程の一部改正に伴う経過措置） 

第３条 暫定再任用短時間勤務職員は、第２条の規定による改正後の千

葉市病院局職員就業規程（以下「新病院局就業規程」という。）第２

１条第３項に規定する地方公務員法第２２条の４第１項の規定により

採用された職員とみなして、同規程の規定を適用する。 

（千葉市病院局職員監察委員会規程の一部改正に伴う経過措置） 

第４条 暫定再任用短時間勤務職員は、第３条の規定による改正後の千

葉市病院局職員監察委員会規程第２条に規定する地方公務員法第２２



条の４第１項の規定により採用された職員とみなして、同規程の規定

を適用する。 

（千葉市病院局の職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置） 

第５条 第４条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関す

る規程（以下「新給与規程」という。）附則第９項から第１８項まで

の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３

号。以下「令和３年改正法」という。）附則第３条第５項又は第６項

の規定により勤務している職員には適用しない。 

２ 暫定再任用職員（改正条例附則第３条第１項若しくは第２項又は第

４条第１項若しくは第２項の規定により採用された職員をいう。以下

同じ。）（暫定再任用短時間勤務職員を除く。）の給料月額は、当該

暫定再任用職員が新給与規程第４条第１１項に規定する定年前再任用

短時間勤務職員（以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」

という。）であるものとした場合に適用される新給与規程第２条第１

項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準

給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額と

する。 

３ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。

以下「育児休業法」という。）第１０条第３項の規定により同条第１

項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用職員（育児休

業法第１７条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含

む。）に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあ

るのは「に、病院局就業規程第２１条第２項の規定により定められた

その者の勤務時間を同条第１項の規定により定められた勤務時間で除

して得た数を乗じて得た額とする」とする。 

４ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤

務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用さ

れる新給与規程第２条第１項に規定する給料表の定年前再任用短時間

勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤

務職員の属する職務の級に応じた額に、附則第２条の規定により定年

前再任用短時間勤務職員とみなして適用される新病院局就業規程第２

１条第３項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の



勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得

た額とする。 

６ 暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員を除く。）に対する新

給与規程第２８条第１項の規定の適用については、同項第１号中「別

表９定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の支給額の欄」とあるの

は、「別表定年前再任用短時間勤務職員の支給額の欄」とする。 

７ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給

与規程第３０条第３項及び第３３条第２項第２号の規定を適用する。 

８ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみな

して、新給与規程第１２条第３項第１号、第１７条第２項第２号、第

２１条第１項及び第２８条第１項第２号の規定を適用する。 

（千葉市病院局の職員の特殊勤務手当支給規程の一部改正に伴う経過

措置） 

第６条 暫定再任用短時間勤務職員は、第５条の規定による改正後の千

葉市病院局の職員の特殊勤務手当支給規程第１２条第３項に規定する

地方公務員法第２２条の４第１項の規定により採用された職員とみな

して、同規程の規定を適用する。 


